
「広報えびな」の
共通マークと
ルール

日時 ・ 日にち　 期間　 時間　 場所 　
対象　 定員　 内容　 講師　 費用
持ち物　 その他　 任期　 条件 　
主催　 Ｅメール　 ホームページ 　
問い合わせ　 申し込み　 予約制 

祝除祝日・振替休日を除く　休休み　　

・ 市〇〇〇課への郵送…「〇〇〇課へ」とあるものは「〒243-0492
　　　　　　　　　　   海老名市役所〇〇〇課行」で届きます
・ 市役所開庁時間…省略している場合は原則「㈪〜㈮8時30分〜17時15分」

高齢者対象
の教室など

えびな健康
マイレージ対象
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職　種 受験資格 採用予定時期など

保健師 上級 ・・22歳～32歳（平成6年4月2日～17年4月1日生まれ）
・・保健師資格を有する（令和9年3月までの取得見込みを含む）

令和9年4月1日

技術職
（土木・建築・

電気）

社会人
・・33歳～45歳（昭和56年4月2日～平成6年4月1日生まれ）
・・土木・建築・電気の専門課程修了
・・正社員通算5年以上の勤務経験を有する

上級
・・22歳～32歳（平成6年4月2日～17年4月1日生まれ）
・・土木・建築・電気の専門課程修了（令和9年3月までの修

了見込みを含む）

消防職
社会人

・・27歳～35歳（平成3年4月2日～12年4月1日生まれ）
・・身体要件あり
・・正社員通算3年以上の勤務経験を有する

上級 ・・22歳～26歳（平成12年4月2日～17年4月1日生まれ）
・・身体要件あり

保育士

中級
・・32歳以下（平成6年4月2日以降生まれ）
・・保育士資格を有する（令和9年3月までの取得見込みを含む）
・・特定性犯罪前科がない

育児休業代替
任期付兼任期付

・・60歳以下（昭和41年4月2日以降生まれ）
・・保育士資格を有する（令和9年3月までの取得見込みを含む）
・・特定性犯罪前科がない

令和8年7月1日以降、3年を
限度として職員の育休期間
に応じて決定（任期付は1年）

自動車運転士
（清掃（ごみ収

集作業員））
任期付 ・・57歳以下（昭和44年4月2日以降生まれ）

・・準中型免許以上の運転免許を有する（5t限定不可）

令和8年7月1日以降
（任期1年）業務員

（清掃（ごみ収
集作業員））

任期付 ・・57歳以下（昭和44年4月2日以降生まれ）
・・普通免許以上の運転免許を有する

任期付
（障がい者）

・・57歳以下（昭和44年4月2日以降生まれ）
・・障害者手帳を有する

　海老名市では、妊娠期から出産・子育て
まで安心して過ごせるようさまざまな支
援を行っています。

特定不妊治療（先進医療）費助成
　医療保険適用の体外受
精・顕微授精と併用して
受けた先進医療の費用の
一部を助成
　1回の治療周期につき上
限5万円

妊婦のための支援給付
　妊娠から出産・子育てまでの経済的負担を軽減
　妊娠時と出産後の2回に分けて給付

妊婦健康診査　受診券交付
　14回分の受診券を交付
　最大8万5,000円を補助
　※多胎妊娠の場合は追加補助あり

「えびな健康だよりSUKUSUKU」
　妊娠期から小学校までの子育て情報を掲載しています。
　市ホームページから電子ブックで閲覧できるほか、妊娠・
出生届出時に窓口で配布しています。

次回は安心の出産・育児（生まれた後）です。

海老名のとりくみ海老名のとりくみ

妊娠・出産の主なサポート

不妊・不育症治療費を助成

子育て情報はこちら

こども育成課 046（235）7885

　市民の皆さんへ毎月1日号で分野や事
業ごと、12回に分けて市の魅力ある施策
を紹介していきます。

安心の妊娠・出産（生まれる前）

閲覧ページ

第1回

妊婦歯科健康診査　1回無料
　妊娠中のむし歯予防のため歯科健診を1回無料
で受診

プレパパ・ママ教室
　初めてパパとママになる方に赤
ちゃんのお風呂の入れ方などを体
験しながら学べる教室を開催

な る ほ ど ！

市の施策・事業を毎月紹介します

不育症治療費助成
　不育症と診断された後に実施した医療保険適
用外の治療費などの一部を助成
　自己負担額の2分の1（年度上限30万円）
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